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東京都市計画都市高速鉄道（西武鉄道新宿線）の変更について（東京都決定）

１ 変更概要

このたび、西武鉄道新宿線の井荻駅から西武柳沢駅間において、踏切による道路交通渋滞

の解消及び沿線市街地の一体的なまちづくりの推進等を目的として、連続立体交差事業を実

施するため、また、平成５年４月に西武新宿駅から上石神井駅にかけての約１２．８kmにおい

て急行線を複々線化（線増線）する都市計画決定をしていたが、都市交通の利便性向上及び

円滑化が一定程度図られることとなったことから、複々線化（線増線）計画の廃止を行うため、

東京都において都市計画を変更するものである。

本都市計画変更については、複々線化（線増線）計画の廃止が当区に関係することから、都

市計画法第21条第2項において準用する同法第18条第1項の規定により、東京都から意

見照会があったものである。

２ 都市計画の案

別紙（総括図、計画書）のとおり

３ 当区に係る変更内容

複々線化（線増線）計画の全区間１２．８４０kmの廃止

（新宿区新宿三丁目～練馬区上石神井一丁目）

４ 今後のスケジュール

令和３年１０月２０日 意見照会の東京都への回答期限

以降 東京都都市計画審議会（諮問）

都市計画決定及び告示
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変更内容 ○複々線化（線増線）計画の全区間 12. 840 ㎞の廃止（新宿区新宿三丁目～練馬区上石神井一丁目） 

〇西武新宿駅（地下 約 5,300 ㎡）及び 高田馬場駅（地下 約 6,000 ㎡）の廃止 

 西武鉄道株式会社では、西武新宿駅から上石神井駅までの約 12.8 ㎞を複々線化

することを計画し、平成５年４月に東京都において都市計画決定しました。当該都

市計画は、都市交通の利便性の向上及び円滑化を目的とし、輸送力増強のための線

増線の追加変更などを決定したものです。 

 しかし、西武鉄道株式会社は、平成７年１月に、輸送人員の減少及び事業費の高

騰等を理由に、複々線化計画を延期することを表明しました。 

あらまし 

その後、輸送人員の減少、運行形態の改善、車両の長編成化等の施策の効果等によ

り、計画当時 190％を上回っていた混雑率が約※1６0％程度まで減少しています。 

今回都市計画を変更する区間では、引き続き連続立体交差事業の推進や鉄道施設の

改良などを講じることになります。これらにより、当初の目的である都市交通の利便

性向上及び円滑化が一定程度図られることから、都市計画を廃止する変更素案を作成

しました。       ※平成 30 年 7 月 国土交通省公表「都市鉄道の混雑率調査結果」から 
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